
町では、空き地（空き家解体跡地等）を売りたい方・貸したい方と買いたい

方・借りたい方をつなげる空き地バンク制度を始めます。ついては、以下の

通り、伊北不動産組合との媒介等に関する協定の締結式を行いますのでご案

内いたします。 

なお、本協定式は辰野町との合同開催となります。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                         

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

令和３年 3月 3日 発信 

企画振興課 Ｕ・Ｉターン推進係 
(課長) 毛利 岳夫 (担当) 平澤 昌輝 
電 話：0265-79-3111 （内線）231 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：miryoku@town.minowa.lg.jp 

空き地バンク媒介等に関する協定締結式 

箕輪町 

  日 時 

令和３年３月１６日（火）午前１０時～ 

  場 所 

辰野町役場 町長応接室 

  内 容 

  ・空き地バンク制度についての説明 

  ・協定書の署名・押印 

  ・町長挨拶 

  ・組合長挨拶         等 

添付資料 有  無 


